
①「みんなの介護保険制度」　
②「いきいき百歳体操」であなたのまちを元気にしましょう　
③「認知症を知り、支え合えるまちを目指して」（認知症サポーター養成講座、P51参照）　
④「草津歯・口からこんにちは体操」でいきいきとした生活をおくりましょう　
⑤「フレイルってなに?～フレイルになる前に知っておきたいこと～」　
⑥「未来ノート～生き方と逝き方を考えよう～」　
⑦「近所力アップ講座」（「災害ボランティアセンターって？」「地域サロンやってみませんか！」等）
をテーマとして市の施策や事業の説明を行い、パートナーシップによるまちづくりをするために
市民と市職員がともに話し合います。
対象となる方　5人以上の団体やグループ（市内在住か在勤、在学している方）
実施日　平日（月～金曜日）のおおむね9時から17時の間で1時間30分まで。（会場の手配・準

備等は申込団体等でお願いします）
利用料　無料
お申し込み　①は介護保険課　介護保険係 ☎561－2369へ

②③④⑤⑥は長寿いきがい課　長寿政策係 ☎561－2372へ
⑦は健康福祉政策課 ☎561－2360へ
草津市社会福祉協議会 ☎562－0084へ

●みんなでトーク（出前講座）

9月の敬老月間（※）に、長寿祝金を地域の民生委員児童委員などを通じてお渡しします。
対象となる方　9月15日現在、市内に3か月以上在住で対象年齢の人

満88歳、満99歳、満100歳以上……1万円
男女最高齢者……3万円
※新型コロナウイルス感染症の状況により時期を変更することがあります。

問合せ先　長寿いきがい課　☎561－2362

●長寿祝金事業

くさ つ し

●高齢者（65歳以上）の所得税・地方税上の「障害者控除」

問合せ先　長寿いきがい課 高齢者福祉係　☎561－2362

身体障害者手帳等をお持ちでない方で、介護認定が「要
介護1以上」である場合、障害の状況により所得税・
地方税上の「障害者控除」の対象となることがあります。
（ただし、本人の状態により該当しない場合があります）
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自立して生活できるよう
支援します
自立して生活できるよう
支援します

このほかにも、地域の実情に合わせて支援をします。

●要支援1・2と認定された人は、総合事業
のサービスや、介護保険の介護予防サービ
スを、また事業対象者と認定された人は総
合事業のサービスをそれぞれ利用できます。

40ページへ

地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー、保健師・地域経験の
ある看護師、社会福祉士などが中心となって高齢のみなさんの支援を行
います。それぞれ専門分野が違いますが、互いに連携をとりながら
｢チーム」として総合的にみなさんを支えます。

相談窓口（連絡先）は裏表紙へ

まずはご相談
ください
まずはご相談
ください

●介護に関する相談や心配ごと、悩
み以外にも、健康や福祉、医療や
生活に関することなど、なんでも
ご相談ください。

38ページへ

さまざまな方面から
みなさんを支えます
さまざまな方面から
みなさんを支えます

●高齢のみなさんにとってより暮ら
しやすい地域にするため、さまざ
まな機関とのネットワーク作りに
力を入れます。

40ページへ
みなさんの権利を
守ります
みなさんの権利を
守ります

●高齢のみなさんが安心していきいき
と暮らすために、みなさんの持つさ
まざまな権利を守ります。成年後見
制度の紹介や、虐待を早期に発見し
たり、消費者被害などに対応します。

39ページへ

その他
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